
（写）

４教総第 5 6 9号

令和４年９月13日

各市町（組合）教育委員会教育長 様

京都府教育委員会

教育長 前川 明範

新型コロナウイルス感染症に係る府立学校の対応について（通知）

標記の件について、別添写しのとおり府立学校あて通知していますのでお知らせします。

総務企画課（本通知及びその他の事項） 075-414-5751
教職員企画課（教職員の服務及び健康管理） 075-414-5813
学校教育課（小中学校に関すること） 075-414-5831

担当 特別支援教育課（特別支援学校に関すること） 075-414-5834
高校教育課（高等学校に関すること） 075-414-5846
保健体育課（児童生徒の健康管理、部活動に関すること） 075-414-5861
社会教育課（ＰＴＡに関すること） 075-414-5882



（写）

４教総第 5 6 9号

令和４年９月13日

各府立学校長 様

京都府教育委員会

教育長 前川 明範

新型コロナウイルス感染症に係る府立学校の対応について（通知）

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について、別添写しのとおり、文部科

学省初等中等教育局健康教育・食育課から事務連絡がありました。

今回の基本的対処方針の変更内容を踏まえ、適切に対応いただくとともに、療養解除後

も有症状患者については発症日から10日間が経過するまで、無症状患者については検体採

取日から７日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、感染予防行動の徹底が

求められること等の点に十分留意してください。

なお、療養期間等の見直しに伴い、令和４年８月23日付け４教総第528号「新型コロナ

ウイルス感染症に係る府立学校の対応について」で通知のことについて、今後は別紙のと

おり読み替えることとします。

ただし、夏季休業が明けて以降、学校行事及びその準備等に起因すると思われる感染拡

大による学級閉鎖が急速に増加しています。今後、進路決定や研修旅行等の時期を迎える

にあたり、改めて、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、感染拡大を防止するための換気の徹底等についても、令和４年９月６日付け４教

保第886号で通知したところですが、引き続き、各学校において適切に対応してください。

総務企画課（本連絡及びその他の事項） 075-414-5751
教職員企画課（教職員の服務及び健康管理） 075-414-5813
学校教育課（小中学校に関すること） 075-414-5831

担当 特別支援教育課（特別支援学校に関すること） 075-414-5834
高校教育課（高等学校に関すること） 075-414-5846
保健体育課（児童生徒の健康管理、部活動に関すること） 075-414-5861
社会教育課（ＰＴＡに関すること） 075-414-5882



（別紙）

令和４年８月23日付け４教総第528号「新型コロナウイルス感染症に係る府立学校の対応

について（通知）」

■読み替え箇所

２ 学校教育活動の制限について (4) ウ

（現行） （読み替え後）

ウ 出発の２週間前から健康状況（体温・ ウ 出発の２週間前から健康状況（体温・

体調等）を毎日記録させ、出発時に必ず 体調等）を毎日記録させ、出発時に必ず

提出させること。なお、以下の場合は参 提出させること。なお、以下の場合は参

加させないこと。 加させないこと。

(ｱ) 出発日の10日前から出発日の前日ま (ｱ) 出発日の７日前から出発日の前日ま

での間に発熱・咳・咽頭痛等が発症 での間に発熱・咳・咽頭痛等が発症

し、かつ、その後の新型コロナウイル し、かつ、その後の新型コロナウイル

ス感染症に係る検査で陰性が確認され ス感染症に係る検査で陰性が確認され

ていない場合 ていない場合

（読み替え後：例）９月９日が出発日の場合（※下図参照）

① ９月１日に発熱・咳・咽頭痛等が発症した場合

→ ９月２日～８日（７日間）は参加不可であるが、出発日には参加可能。

※７日間が経過しても、症状軽快後24時間経過していない場合は参加不可

② ９月２日に発熱・咳・咽頭痛等が発症した場合

→ ９月３日～９日（７日間）は参加不可のため、出発日も参加不可。

例 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9

① 発症日※１ 出発日 ※２

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 参加可

② 発症日※１ 出発日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 参加不可

※１ 発症日 … 発熱・咳・咽頭痛等が発症した日

※２ 10日間が経過するまでは感染予防行動の徹底が必要


